
事業者のみなさん準備はまだまだ先？いいえ そろそろスタートです！

消費税軽減税率制度
説明会を開催します
　消費税の軽減税率制度は、平成 31 年 10 月 1 日からの
消費税率の 10％への引上げと同時に実施されます。
　軽減対象品目を取り扱う消費税の課税事業者の方だけ
でなく、例えば、会議費や交際費として飲食料品を購入
する事業者の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商
品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など、制
度の実施に向けた準備が必要になります。
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会場案内図
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茨木税務署 １階　会議室Ａ
（茨木市上中条１-９-21）

講師

会場

日時

茨木税務署　担当官

共催 茨木商工会議所、茨木税務署

茨木税務署　法人課税第一部門 ※お電話いただく際は、音声ガイダンスに沿って「２」を選択してください。

072－623－1131（内線 412・ 413）問合せ

13:30
15:00

▲

※　入場は無料ですが、座席には限りがありますので、会
場の収容人数を超えた場合には、受付を終了する場合が
ありますのであらかじめご了承ください。

　　他の説明会開催の予定は、国税庁ホームページをご覧
ください。

参加費
無料

消 費 税 軽 減 税 率
対策窓口相談等事業


